
規 約 改 正 （案） 

 

 規約を下記のとおり改正する。（下線部分） 

 

 

 

(事務局) 

（旧）第１８条 この会に事務局を置く。 

２ 事務局は、東ト協事務局（教育研修部）があたる。 

 

（新）第１８条 この会に事務局を置く。 

２ 事務局は、東ト協事務局があたる。 

 

 

（施行日） 

１ この規約は、昭和５９年１０月６日から実施する。 

２ この規約は、平成２年４月２４日一部改正し、平成２年４月２４日から実施する。 

３ この規約は、平成５年３月２９日一部改正し、平成５年４月１日から実施する。 

４ この規約は、平成８年６月５日一部改正し、平成８年６月５日から実施する。 

５ この規約は、平成９年６月３日一部改正し、平成９年６月３日から実施する。 

６ この規約は、平成１１年６月２日に一部改正し、平成１１年６月２日から実施する。 

７ この規約は、平成１２年６月７日に一部改正し、平成１２年６月７日から実施する。 

８ この規約は、平成１６年６月８日に一部改正し、平成１６年６月８日から実施する。 

９ この規約は、平成２５年６月５日に一部改正し、平成２５年６月５日から実施する。 

１０ この規約は、平成２７年６月４日に一部改正し、平成２７年６月４日から実施する。 

１１ この規約は、令和２年６月５日に一部改正し、令和２年６月５日から実施する。 


